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農業用ハウス所有農家・果樹農家・畜産農家の皆様へ

農作物や農業用施設の雪害にご注意ください農作物や農業用施設の雪害にご注意ください農作物や農業用施設の雪害にご注意ください

農業者の老後生活を豊かにします！

◆農業者年金加入のご案内◆◆農業者年金加入のご案内◆◆農業者年金加入のご案内◆

　降雪に伴う果樹の枝折れや農業用施設の倒壊など、雪害が発生する恐れがあります。積雪状況を見て早期の除雪に努めましょう。
特に倒壊の恐れがある場合にはハウス等に入らないようご注意ください。また、次の注意事項に十分留意し被害防止を図るようお願
いいたします。

注 

意 

事 

項

①　ハウスの点検を行い、必要に応じて補強や除雪を行いましょう。
②　果樹については、支柱の設置と園内の見回り及び枝に付着した雪の払い落としを行いましょう。
③　畜産については、畜舎の屋根の雪下ろしや除雪を行うとともに、畜舎内の換気に気を付けましょう。 
④　除雪作業中による事故が発生しているため、作業の際には事故の無いよう十分な安全確保に努めましょう。
　　　＊その他の対策の詳細については、関連する問い合わせ先までご確認ください。

問

鹿角市農業振興課ブランド作物推進班　TEL３０-０２４３
ＪＡかづの園芸畜産課　　　　　　　　TEL２３-２４９７
秋田県農業共済組合　北鹿支所　　　　TEL２３-７４０１

問
JAかづの園芸畜産課　　 　　　　　　　　TEL２３-２４９７
鹿角市農業振興課ブランド作物推進班　　　TEL３０-０２４３

■国民年金保険料を納めている方で、年間60日以上農業に従事している60歳未満の方ならどなたでも加入できます。
■自分が納めた保険料とその運用益を積み立てて、一生涯受け取ることができる積み立て方式の年金です。
■保険料は月額２万円から６万７千円の間の千円単位で自由に決めることができ、いつでも変更、途中
　脱退、再加入することができます。
■作物の出荷後、まとまった収入があったとき、秋にまとめて翌年分の保険料を一括して納付することも
できます。
■支払った保険料は家族分を含めて全額が社会保険料控除の対象になり、節税になります。
■一定の要件を満たす農業者には、保険料の手厚い国庫補助（政策支援）があります。

葛飾区立よつぎ小学校は今年も大盛況！

都市農村交流事業　食の交流まつり‼都市農村交流事業　食の交流まつり‼都市農村交流事業　食の交流まつり‼
　令和７年度の「食の交流まつり」が去る11月15、16日の両日、東京都
葛飾区立よつぎ小学校敷地内で行われました。天候にも恵まれ2日間の人
出は約9千人を数え、近年にない盛況となりました。例年人気の新米、鹿
角りんご、土付きねぎは飛ぶように売れ、かづの牛の串焼きや味噌つけた
んぽなどの鹿角グルメには長い行列ができました。よつぎ小学校の児童や
PTAの方たちの協力もあり、たくさんの交流ができました。
　来年度はより多くの方々との交流を目指し、新しい農産品や鹿角のグルメ
を提案したいと考えております。また、新たな出店者を募り、より充実した交流まつりを企画したいと思います。

　令和7年の新嘗祭が皇居　神嘉殿（しんかでん）において執り行われました。「新嘗祭」とは毎
年11月23日に行われる五穀豊穣を祝う収穫祭で、天皇陛下がその年に収穫された新穀を神々に供
え、国家の安寧、国民の繁栄を祈念する宮中の恒例行事の中でも、特に重要な儀式の一つと言われ
ています。
　新嘗祭に先立ち、祭事に用いる新米や粟などは、各都道府県から選ばれた農家が提供しますが、
献穀に選ばれた農家は宮中の献納祭に臨みます。本市では平成28年以来の献上となり、今年は農
事組合法人鏡田ファーミングが新嘗祭に献上するあきたこまちを栽培し、献上者として常務理事の
佐藤大介氏が献穀式に参入されたのち、天皇皇后両陛下の「新嘗祭献穀者御会釈」を受けられました。
　同法人では献穀米を皇室に献上するにあたり、厳格な栽培管理と伝統的な儀式に則って行われ、
高い品質の米を収穫することが求められることについて「特に夏場の高温と豪雨などの不安定な気象に振り回され、気持ちが休まる暇
がなかった」と語りつつも、「献上するに恥じない米ができた」と胸をなでおろしていました。「これからも献上米に限らず、鹿角産
米の品質向上のために栽培技術を高めていきたい」と抱負を語っていただきました。

問 鹿角市農業委員会　ＴＥＬ３０−０２８３

花 輪 支 所　２３－２１５９　十和田支所　３５－２０７２　貯　金　課　２２－２００７問

問 食の交流まつり実行委員会事務局（鹿角市農業振興課TEL30-0241）

労 務 管 理 講 習 会 の ご 案 内

パ ソコン農業簿記セミナーのご案内

鹿角市農業振興課構造改革推進班　ＴＥＬ３０−０２４１問

鹿角市農業農村支援機構　ＴＥＬ３０−０２７６問

宮内庁新嘗祭に鹿角市の新米が献上されました！

【松館しぼり大根】
辛さの中にも滋味深い味わいのある松館し
ぼり大根。蕎麦や刺身の薬味などでお召し
上がりください。

　従業員を雇用すると経営者はその従業員に対してさまざまな責任が発生し、労働基準法の労働法規による義務も負わなくてはなり
ません。「安心して働ける職場」を整えるために“労務管理”について学んでみませんか。

・日　　時：令和８年1月２９日（木）午後１時３０分～午後３時
・場　　所：ＪＡ会館（エスポワールかづの）2階　みのりの間
・定　　員：３０名（参加費無料）
・講　　師：社会保険労務士　松倉　惠子　氏
・内　　容：「労務管理セミナ」及び「労働安全講習」等
・申込方法：参加ご希望の方は令和8年１月２２日（木）までに
　　　　　　下記連絡先までお申し込みください。

　農業簿記ソフトを使った決算・申告をすることで会計業務の効率
化、正確な財務状況の把握、青色申告による税制の優遇、経営分析や
補助金の申請への活用といったメリットがあります。自動仕訳や書類
作成の手間と時間を大幅に削減し、複雑な農業会計でも正確に財務状
況を把握できます。また、税制面でも青色申告特別控除を受けられる
ことで所得税を軽減できることや収入保険への加入が可能になり、そ
の保険料は全額経費として控除できるなどのメリットがあります。
　この機会に皆様の参加をお待ちしております。

・日　時　令和８年１月23日（金）午前10時～
・場　所　鹿角市農業総合支援センター　情報化研修室
・定　員　９名（先着順とさせていただきます）
・講　師　ソリマチ盛岡　農業情報営業部
　　　　　　　　　　　マネージャー　浅沼　竜平　氏
・受講料　無料
・申込方法　下記のお問い合わせ先までご連絡ください
＊ご自身のパソコンでも受講できます。ＰＣが無くても
　参加可能です。

短期雇用・１日バイト等を考えている農家の方向けの

花 輪 支 所　２３－２１５９　十和田支所　３５問

開 催 日　令和８年１月１８日（日）
開催時間　9：30～1１：３0
開催場所　ＪＡ会館　２階 みのりの間
講　　師　小杉社会保険労務士事務所 
　　　　　　　　　　小杉　尚子 氏
参 加 料　無　料

受け取る前に
知っておくべき年金知識

□　年金はまだ先のことだと思っている
□　後で考えようと思っていた
□　実はよく分かっていない
□　手続きの仕方が分からない
□　働き続けると年金はどうなるの？

上記に当てはまる方は
是非ご参加ください！ 事前予約制事前予約制

ＪＡかづの貯金課からのお知らせ

開催場所　ＪＡ会館　２階 みのりの間

来場者には「BOXティッシュ］と
「サランラップ」をプレゼント!

年金受給準備セミナー　開催のお知らせ年金受給準備セミナー　開催のお知らせ年金受給準備セミナー　開催のお知らせ


